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ＮＩＥ新聞提供事業マニュアル（協議会用） 
―２０１５年度版― 

 
2015 年度実践指定校認定（審査・決定）・年間購読計画表提出のスケジュール 

【通常枠／全国大会枠・継続校】 

購読開始希望月 参加申請書 

提出締め切り日 

専門部会 

（審査・決定） 

年間購読計画表 

提出締め切り日 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月以降 

２月 ４日（水） 

３月 ５日（木） 

４月 ３日（金） 

５月 １日（金） 

５月１５日（金） 

２月１２日（木） 

３月１２日（木） 

４月１０日（金） 

５月１２日（火） 

休会（持ち回り審議） 

２月２７日（金） 

３月３０日（月） 

４月２７日（月） 

５月２９日（金） 

６月２９日（月） 

【通常枠／全国大会枠・新規校】 

購読開始希望月 参加申請書 

提出締め切り日 

専門部会 

（審査・決定） 

年間購読計画表 

提出締め切り日 

５～８月 

９月以降 

３月 ５日（木） 

５月１５日（金） 

３月１２日（木） 

休会（持ち回り審議） 

３月３０日（月） 

６月２９日（月） 

【奨励枠】 

購読開始希望月 参加申請書 

提出締め切り日 

専門部会 

（審査・決定） 

年間購読計画表 

提出締め切り日 

５月 

６月 

７月 

８月以降 

３月 ５日（木） 

３月 ５日（木） 

３月 ５日（木） 

３月 ５日（木） 

３月１２日（木） 

３月１２日（木） 

３月１２日（木） 

３月１２日（木） 

３月３０日（月） 

４月２７日（月） 

５月２９日（金） 

６月２９日（月） 

※「参加申請書」の提出と審査・決定、「年間購読計画」の提出で新聞提供が開始され

ます。 

※購読計画が決まっていない場合は、まず「参加申請書」を先にお出しください（参加

申請が部会で承認されなければ、ご希望の購読開始月からの購読ができませんので、

締め切り日は厳守してください）。その上で、上記期日までに購読計画表をご提出く

ださい。 

※「参加申請書」および「年間購読計画表」の記述に不備があるケースが散見されます

ので、ＮＩＥ担当に送付する前に必ず協議会で全項目を確認してください。 

例）・「参加申請書」…継続・新規の別の記入ミス、記載項目の記入もれ等 

・「年間購読計画表」…提出期限が守られていない（※例えば、５月３０日以降

の提出では７月からの購読はできません）、当該実践指定校の所在地で配達可

能な銘柄すべてを希望していない、購読月が一銘柄につき実践できる期間（２

か月または４か月）を超えている、等 
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◇新聞提供の手順等 

（１）新聞提供に関する地域ルール（原則）の確認・・・・・・・・・・２ 

（２）実践指定校候補の推薦・申請・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（３）実践指定校候補：実践終了校への資料送付・・・・・・・・・・・３ 

（４）年間購読計画の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（５）実践指定校認定書の送付について・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（６）実践指定校のサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

（参考）新聞提供のルールなど 

（１）提供する新聞に関するルール・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（２）通常枠・奨励枠・全国大会枠・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（３）独自枠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

◇新聞提供の手順等 

 新聞提供事業の大まかな流れは以下の通りです。実践指定校の推薦手続きは、必ず１４

年度中に準備を開始してください。手続きには一定の時間を要することにご留意ください。 

 

（１）新聞提供に関する地域ルール（原則）の確認 

◇学校に提供する新聞の銘柄、部数の配分に関する地域のルール（原則）は、実践指定

校候補の選考に入る前に協議会加盟の全社で確認する【5 ページ(1)参照】 

 

（２）実践指定校候補の推薦・申請 

◇参加申請書はＮＩＥウェブサイト（http://nie.jp/）にあるＰＤＦファイルを利用し

データで提出する。協議会は確認・集約し、新聞協会新聞教育文化部ＮＩＥ担当

（nietayori@pressnet.or.jp）あてにメールで送付する 

通常枠 

◇前年度の実践指定校に継続の意思を確認する（実践期間は原則２年） 

◇各協議会の学校枠数内【5 ページ(2)、別表参照】で新規に実践を始める学校を選定する 

◇教師の転任・学校の統合への対応 

①１年間を終了した段階で実践者が転任する場合 

・在籍していた学校が引き続き実践を希望すれば「継続校」とする 

・実践者が転任先で実践を希望する場合は、学校長の了解を得たうえで「新規校」と

して優先的に扱う 

②実践指定校で統合があり、実践を続ける場合は統合後の学校を「継続校」とする 

全国大会枠 

◇１４年度開催地（徳島）および１５、１６、１７年度開催予定地（秋田、大分、愛知）

は、全国大会枠として通常枠に加え上限５校を追加申請可能【5 ページ(2)参照】 

◇実践期間は１年（再申請を妨げない） 
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奨励枠 

◇申請可能な協議会 

１５年度に申請可能な協議会は、１４年度に奨励枠の実績がある協議会（北海道、岩

手県、宮城県、東京都、静岡県、岐阜県、福井県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山

県、広島県、島根県、熊本県、宮崎県、沖縄県）に限定。申請の上限は各都道県１校 

◇奨励枠専用の参加申請書を使用する 

◇協議会事務局で推薦理由を必ず記入 

◇１４年度に奨励枠に認定された学校が継続を希望する場合、①奨励枠（再申請）、②

通常枠（継続校）――のどちらでも申請可能 

 

（３）実践指定校候補・実践終了校への資料送付 

１５年度実践指定校候補 実践終了校 

１）２０１５年度ＮＩＥ推進事業に関しお知らせの件 

①継続校用､②新規校候補用、③奨励枠校候補用の３種類

のうちいずれか（文書サンプル） 

２）「実践指定校・実践者向けマニュアル」（別紙） 

３）参加申請書サンプル各種（別紙＝申請はＰＤＦファイル

のメール送付） 

４）２０１５年度 年間購読計画表（別紙） 

礼状（文書サンプル） 

 

※いずれも必要部数をコピーしてお使いください 

※サンプル文書中の学校への締め切り日は、新聞協会への締め切り日を考慮のうえ貴協

議会で設定してください 

 

（４）年間購読計画の決定 

実践指定校はＮＩＥ専門部会で決定後、準備期間を経て実践を開始できる 

【実践形態別の割当部数】 

◇実践指定校はＮＩＥ実践者の数に応じて年間購読計画表に銘柄と部数を記入後、提出 

１人 or２人――Ａ型：１銘柄につき１部延べ２か月 

３人以上 ――Ｂ型：１銘柄につき１部延べ４か月 

【年間購読計画の作成依頼】 

◇地域独自のルール（原則）がある場合は、協議会からあらかじめ説明しておく 

◇学校で有料購読している新聞は、実践期間中もそのまま継続購読してもらう 

◇実践指定校の購読開始はマニュアル１ページの表に定めるとおり 

◇セット版地域は夕刊を含めたセットで購読してもらう。また、土、日曜日または休日

の新聞が不要という実践指定校の注文には応じられないことを理解してもらう 

◇年間購読計画表提出後に購読計画を変更する場合は、月決め購読の場合は遅くとも購

読開始月の１か月前までに新聞協会ＮＩＥ担当あて連絡する 

◇実践者が「日決め購読」を希望する場合、「月決め１か月」を「日決め３０部」に置

き換えて、通常定価（学校用教材価格は適用しない）で購読してもらう。ただし、購
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読可能期間全てを日決めに置き換えるのではなく、最低１か月は定期購読することを

原則とする。注文は１０部単位で発注してもらう 

※販売所とのトラブルを避けるため、まず月決め購読するよう要請する 

※日決め購読は直前の手配はできない旨、実践者に説明する。日決め購読に関して購

読計画に変更がある場合は、手配の都合上２か月前までに新聞協会ＮＩＥ担当あて

に連絡する 

【年間購読計画の確認】 

◇提出された実践指定校の購読計画を、新聞の銘柄・部数配分、協議会ルールなどに照

らしてチェックのうえ、新聞協会ＮＩＥ担当へ送付する 

◇購読計画確定後、新聞協会から届く以下の文書を実践指定校あてに送付する 

①新聞購読についての留意事項、②新聞販売所情報（所在地、連絡先など）、③発行

本社の連絡担当者情報 

【新聞購読料に関する説明】 

◇提供事業にかかる新聞購読料は、各発行本社が実践指定校に配達する販売所へ直接支

払うため、実践指定校は現金を扱わない旨を周知徹底する 

 

（５）実践指定校認定書の送付について 

◇実践指定校は２～６月度のＮＩＥ専門部会で毎月決定 

◇７月度博物館・ＮＩＥ委員会で、全ての実践指定校の情報が報告され次第、新聞協会

から協議会あてに実践指定校あての決定通知、認定書のほか、実践指定校学校長あて

に協力依頼文書のひな形を送付。協議会から実践指定校に渡す 

◇認定書等の送付時、新聞協会から協議会あてに教育委員会あて協力依頼文書等のひな

型を送付。協議会から関係方面に協力依頼 

 

（６）実践指定校のサポート 

【懇談会（オリエンテーション）の開催】 

◇実践代表者と協議会との懇談会（オリエンテーション）を開催、または、個別に以下

の内容の説明の場を設ける 

 ＊新聞購読上の諸注意 

 ＊実践報告書の提出方法 

 ＊新聞提供にかかる費用は新聞社と新聞協会が全額負担していることを説明 

【新聞記者派遣、新聞社見学の実施】 

◇実践指定校との懇談会・説明会または協議会の会合開催時に、新聞記者派遣や新聞社

見学への対応を協議会、協議会構成社、実践指定校との間で話し合う 

◇記者派遣はなるべく各社持ち回りとし、新聞社見学は原則地元紙が担当する 
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（参考）新聞提供のルールなど 

（１）提供する新聞に関するルール 

①実践指定校に提供する新聞は、当該地域のＮＩＥ推進協議会加盟社の発行する新聞で

あり、宅配されるものを対象とする（郵送される新聞は除く）。また、多様な言論の

存在意義を理解してもらうため、ＮＩＥ推進協議会に加盟する新聞は銘柄・部数を平

等に提供する 

②実践指定校の希望があり、当該地域の加盟社が合意して独自にルールを定めれば、本

紙に代え小学生新聞、中学生新聞（中高生新聞）、英字新聞のいずれかを提供するこ

とができる 

③上記②の事例を含め、学校側の希望あるいは地域の実情を考慮し、ＮＩＥ推進協議会

はルールを決定できる。ルール変更時には、直ちに新聞協会ＮＩＥ担当を通じＮＩＥ

専門部会に報告、了承を得たうえで、これを尊重する 

 

（２）通常枠・奨励枠・全国大会枠 

実践指定校の対象となる学校の範囲は特別支援学校（盲・ろう・養護学校）を含めた

小、中、高等学校等および高等専門学校とし、専修学校（専門学校等）と大学は対象と

しない。外国人学校については弾力的運用を図る。ＮＩＥ実践には通常枠、奨励枠、全

国大会枠がある 

【通常枠】 

各協議会は「学校基本調査報告書」に基づき算出された通常枠の枠数の学校をＮＩＥ

実践指定校として推薦できる（別表「ＮＩＥ推進事業実践指定校上限枠・都道府県別

学校数」参照）。枠数は５年ごとに「学校基本調査報告書」最新版に基づき算出する 

【奨励枠】 

１４年度に奨励枠校認定のあった各協議会は、通常枠とは別に、１校をＮＩＥ実践指

定校（奨励枠校）として推薦できる。奨励枠推薦時は協議会事務局が推薦理由を記入

する。奨励枠校としての条件は以下のとおり 

＜奨励枠の推薦条件＞ 

ⅰ～ⅲの全ての条件を満たす学校またはⅳの学校 

ⅰ．学年全体または全校で取り組んでいる（１学年に１クラスしかない場合には１ク

ラスでも学年全体とみなす） 

ⅱ．学校もしくは担当教員に実践指定校経験がある 

ⅲ．ＮＩＥ実践期間中に公開授業を行うこと（公開授業には校内公開も含む） 

ⅳ．特別支援学校（盲学校、ろう学校及び養護学校）または特別支援学級で取り組ん

でいる学校 

※通常枠が上限に達していない場合でも推薦できる 

【全国大会枠】 

今年度のＮＩＥ全国大会開催地と次年度、次々年度の開催予定地の協議会、直近に全

国大会を開催した協議会が各５校推薦できる。計２０校が上限 

※通常枠が上限に達していない場合でも推薦できる 
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（３）独自枠 

 協議会が独自に認定する学校は上記新聞協会のルールに準ずるが、協議会が弾力的

な運用として独自に大学、専修学校を実践指定校として指定することは妨げない。協

議会が独自の実践指定校を認定する場合は、ＮＩＥウェブサイトの事務局長ページに

ある申請用紙に学校名、連絡先等を記入のうえ新聞協会ＮＩＥ担当に告知し、事前に

ＮＩＥ専門部会で了承を得ることとする 

 

◇この件に関するお問い合わせ・関係書類の送り先 

一般社団法人日本新聞協会 新聞教育文化部ＮＩＥ担当 

〒100-8543 東京都千代田区内幸町２－２－１ 

 日本プレスセンタービル７階 

電  話：０３－３５９１－４４１０ 

ファクス：０３－３５９２－６５７７ 

        ｅメール：nietayori＠pressnet.or.jp 

以   上 


